
新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文
12． 「設計図書」とは，仕様書，図面，数量総括表，質問回答書をいう。 12． 「設計図書」とは，仕様書，図面，数量総括表，現場説明書及び質問回答書をい

う。
【県独自】

17． 「現場説明書」とは，地質・土質調査業務の入札等に参加する者に対して発注者
が当該地質・土質調査業務の契約条件を説明するための書類をいう。

【削除】

17． 「質問回答書」とは，入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面
をいう。

18． 「質問回答書」とは，入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面
をいう。

番号変更

18． 「図面」とは，入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追
加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

19． 「図面」とは，入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追
加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

番号変更

19． 「指示」とは，監督職員が受注者に対し，地質・土質調査業務の遂行上必要な事
項について書面をもって示し，実施させることをいう。

20． 「指示」とは，監督職員が受注者に対し，地質・土質調査業務の遂行上必要な事
項について書面をもって示し，実施させることをいう。

番号変更

20． 「請求」とは，発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方
に書面をもって行為，あるいは同意を求めることをいう。

21． 「請求」とは，発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方
に書面をもって行為，あるいは同意を求めることをいう。

番号変更

21． 「通知」とは，発注者若しくは監督職員が受注者に対し，又は受注者が発注者若
しくは監督職員に対し，地質・土質調査業務に関する事項について，書面をもっ
て知らせることをいう。

22． 「通知」とは，発注者若しくは監督職員が受注者に対し，又は受注者が発注者若
しくは監督職員に対し，地質・土質調査業務に関する事項について，書面をもっ
て知らせることをいう。

番号変更

22． 「報告」とは，受注者が監督職員に対し，地質・土質調査業務の遂行に係わる事
項について，書面をもって知らせることをいう。

23． 「報告」とは，受注者が監督職員に対し，地質・土質調査業務の遂行に係わる事
項について，書面をもって知らせることをいう。

番号変更

23． 「申し出」とは，受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し，発注者に対して
書面をもって同意を求めることをいう。

24． 「申し出」とは，受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し，発注者に対して
書面をもって同意を求めることをいう。

番号変更

24． 「承諾」とは，受注者が監督職員に対し書面で申し出た地質・土質調査業務の遂
行上必要な事項について，監督職員が書面により業務上の行為に同意すること
をいう。

25． 「承諾」とは，受注者が監督職員に対し書面で申し出た地質・土質調査業務の遂
行上必要な事項について，監督職員が書面により業務上の行為に同意すること
をいう。

番号変更

25． 「質問」とは，不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 26． 「質問」とは，不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 番号変更
26． 「回答」とは，質問に対して書面をもって答えることをいう。 27． 「回答」とは，質問に対して書面をもって答えることをいう。 番号変更
27． 「協議」とは，書面により契約図書の協議事項について，発注者又は監督職員と

受注者が対等の立場で合議することをいう。
28． 「協議」とは，書面により契約図書の協議事項について，発注者又は監督職員と

受注者が対等の立場で合議することをいう。
番号変更

28． 「提出」とは，受注者が監督職員に対し地質・土質調査業務に係わる事項につい
て書面又はその他の資料を説明し，差し出すことをいう。

29． 「提出」とは，受注者が監督職員に対し地質・土質調査業務に係わる事項につい
て書面又はその他の資料を説明し，差し出すことをいう。

番号変更

29． 「連絡」とは，監督職員と受注者の間で，契約書第２条に該当しない事項または緊
急で伝達すべき事項について，口頭，ファクシミリ，電子メールなどにより互いに
知らせることをいう。
　なお，後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

30． 「連絡」とは，監督職員と受注者の間で，契約書第２条に該当しない事項または緊
急で伝達すべき事項について，口頭，ファクシミリ，電子メールなどにより互いに
知らせることをいう。
　なお，後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

番号変更

30． 「電子納品」とは，電子成果品を納品することをいう。 31． 「電子納品」とは，電子成果品を納品することをいう。 番号変更
31． 「情報共有システム」とは，監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共

有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
　なお，本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては，別途紙に
出力して提出しないものとする。

32． 「情報共有システム」とは，監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共
有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
　なお，本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては，別途紙に
出力して提出しないものとする。

番号変更

32． 「書面」とは，打合せ簿等の帳票をいい，発行年月日を記録し，記名（署名または
押印を含む）したものを有効とする。
　ただし，情報共有システムを活用し，「指示，請求，通知，報告，申し出，承諾，
質問，回答，協議，提出」を行う場合は，記名がなくても有効とする。

33． 「書面」とは，発行年月日を記録し，記名（署名または押印を含む）したものを有効
とする。
　ただし，情報共有システムを用いて作成し，指示，請求，通知，報告，申し出，
承諾，質問，回答，協議，提出する場合は，記名がなくても有効とする。

番号変更
表記修正

33． 「照査」とは，受注者が，発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確認
をすることをいう。

34． 「照査」とは，受注者が，発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確認
をすることをいう。

番号変更

34． 「検査」とは，契約図書に基づき，検査職員が地質・土質調査業務の完了を確認
することをいう。

35． 「検査」とは，契約図書に基づき，検査職員が地質・土質調査業務の完了を確認
することをいう。

番号変更

35． 「打合せ」とは，地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術
者等と監督職員が面談により，業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

36． 「打合せ」とは，地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術
者等と監督職員が面談により，業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

番号変更

現行(令和６年版)改定案(令和７年版)
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

現行(令和６年版)改定案(令和７年版)

36． 「修補」とは，発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を
発見した場合に受注者が行うべき訂正，補足その他の措置をいう。

37． 「修補」とは，発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を
発見した場合に受注者が行うべき訂正，補足その他の措置をいう。

番号変更

37． 「協力者」とは，受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって，再委託する者
をいう。

38． 「協力者」とは，受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって，再委託する者
をいう。

番号変更

38． 「使用人等」とは，協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ず
るものをいう。

39． 「使用人等」とは，協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ず
るものをいう。

番号変更

39． 「立会」とは，設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認す
ることをいう。

40． 「立会」とは，設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認す
ることをいう。

番号変更

40． 「了解」とは，契約図書に基づき，監督職員が受注者に指示した処理内容・回答
に対して，理解して承認することをいう。

41． 「了解」とは，契約図書に基づき，監督職員が受注者に指示した処理内容・回答
に対して，理解して承認することをいう。

番号変更

41． 「受理」とは，契約図書に基づき，受注者，監督職員が相互に提出された書面を
受け取り，内容を把握することをいう。

42． 「受理」とは，契約図書に基づき，受注者，監督職員が相互に提出された書面を
受け取り，内容を把握することをいう。

番号変更

5． 監督職員及び受注者は，業務環境改善に努める。 廃止
141条へ転記

（1） ウィークリースタンスの実施 廃止
141条へ転記

・月曜日の休日明けを依頼の期限日としない。（マンデー・ノーピリオド） 廃止
141条へ転記

・水曜日の週１回以上は定時帰宅を心掛ける。（ウェンズデー・ホーム） 廃止
141条へ転記

・金曜日等の休日前には依頼しない。（フライデー・ノーリクエスト） 廃止
141条へ転記

・昼休みや午後５時以降の打合せをしない。（ランチ・オーバー５・ノーミーティン
グ）

廃止
141条へ転記

・定時間際，時後の依頼をしない。（イブニング・ノーリクエスト） 廃止
141条へ転記

（2） ワンデーレスポンスの徹底 廃止
141条へ転記

・質問・協議等に対する回答は「その日のうち」に実施する。 廃止
141条へ転記

・「その日のうち」とは，質問・協議等開始より１日（24時間）以内に回答することを
原則とする（ただし，土・日曜等の閉庁日を除く）

廃止
141条へ転記

・回答が困難な場合には，回答が必要な期限を確認したうえで，その「回答期限」
を１日（24時間）以内に回答する。

廃止
141条へ転記

（3） ネクストミーティングの推進 廃止
141条へ転記

・次回協議日程を決めておくこと。 廃止
141条へ転記

・適切な工程管理など業務量の平準化を図る。 廃止
141条へ転記

（4） 遠隔臨場（WEB）会議の推進 廃止
141条へ転記

・「業務打合せ」や「検査」をWEBで実施する。 廃止
141条へ転記

・特に離島などの遠隔地は可能な限り協議により実施する。 廃止
141条へ転記

（5） 情報共有システム（ＡＳＰ）の活用 廃止
141条へ転記
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

現行(令和６年版)改定案(令和７年版)

・業務効率化のため積極的な活用を推進するとともに，受注者間の業務スケ
ジュールを共有する。

廃止
141条へ転記

（6） 合同現地踏査の実施 廃止
141条へ転記

・受発注者合同で現地調査を行い，現地状況の意思疎通を図る。 廃止
141条へ転記

・実施する際は，業務の重要度により判断する。 廃止
141条へ転記

受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約による事務を処理する
ための個人情報の取扱いに当たっては，個人の権利利益を侵害することのない
よう，個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号），行政手続
における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号）等関係法令に基づき，次に示す事項等の個人情報の漏えい，滅失，改ざん
又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じな
ければならない。

受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約による事務を処理する
ための個人情報の取扱いに当たっては，個人の権利利益を侵害することのない
よう，個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号），行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第58号），行
政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）等関係法令に基づき，次に示す事項等の個人情報の漏えい，滅失，
改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を
講じなければならない。

表記修正(国準拠)

第137条 行政情報流出防止対策の強化 第138条 行政情報流出防止対策の強化 条修正
第138条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 第139条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 条修正
第139条 保険加入の義務 第140条 保険加入の義務 条修正
第140条 新技術の活用について 第141条 新技術の活用について 条修正
第141条 環境改善の実施 新規【県独自】

業務の実施にあたっては，「環境改善実施要領（業務編）」の令和6年2月26日 鹿
児島県策定に基づき，受発注者相互に協力し，取り組むものとする。

新規【県独自】

1． 試験方法及び器具は，JGS1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメー
タ試験」及びJGS3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとする。

1． 試験方法及び器具は，JGS1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメー
タ試験」，JGS3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及び
JGS3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとする。

表記修正(国準拠)

（4） 試験の結果は，地盤工学会記録用紙，報告書用紙のJGS1531「地盤の指標値を
求めるためのプレッシャーメータ試験」及びJGS3532「ボアホールジャッキ試験」に
より整理し提出するものとする。

（4） 試験の結果は，地盤工学会記録用紙，報告書用紙のJGS1531「地盤の指標値を
求めるためのプレッシャーメータ試験」，JGS3531「地盤の物性を評価するための
プレッシャーメータ試験」及びJGS3532「ボアホールジャッキ試験」により整理し提
出するものとする。

表記修正(国準拠)

（1） 地盤の平板載荷試験は，JGS1521（平板載荷試験方法）によるものとする。 （1） 地盤の平板載荷試験は，JGS1521（地盤の平板載荷試験方法）によるものとす
る。

表記修正(国準拠)

（2） 地盤の平板載荷試験の結果は，地盤工学会記録用紙，報告用紙のJGS1521（平
板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。

（2） 地盤の平板載荷試験の結果は，地盤工学会記録用紙，報告用紙のJGS1521（地
盤の平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。

表記修正(国準拠)

（2） 試験結果は，地盤工学会記録用紙1314によるものとする。 （2） 試験結果は，地盤工学会記録用紙，報告書用紙のJGS1614によるものとする。 表記修正(名称変
更)

第802条第８項に準じるものとする。 第802条第７項に準じるものとする。 表記修正
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新旧対照表

改訂理由改定案（令和７年版） 現行（令和３月版）

２）砂防堰堤及び床固工詳細設計の成果物 ２）砂防堰堤及び床固工詳細設計の成果物

表4.3.2　成果物一覧 表4.3.2　成果物一覧

表記修正

設計項目 成果物 縮尺 摘要 

 
現地踏査 

現地写真，ルートマップ 

結果とりまとめ 
  

基本事項決定 

(1)地質条件 

(2)設計条件 

(3)環境条件 

 

 
 

施設設計検討 

(1)設計計算書 
(2)付属構造物の検討 
(3)基礎工の検討 
(1)本体工設計，設計計算， 

設計図面作成 

(2)基礎工設計 

(3)景観設計 

  

施工計画及び仮説

構造物設計 
(1)施工計画(2)仮設構造物設計   

数量計算 数量計算書   

照査 照査報告書   

総合検討 
(1)課題整理 

(2)今後の解決事項 
  

報告書作成 報告書   

詳細設計図 

(1)全体図 
 ・位置図 
 ・平面図 

 ・縦断図 
 
 ・堆砂地横断図 

 
1:2,500～1:50,000 
1:500～1:1,000 

H=1:200～1:1000 
V=1:100～1:200 
1:100～1:200 

 

(2)構造図 
 ・構造図 
 ・付属構造物詳細図 
 ・横断図 

 ・掘削横断図 
 ・基礎工一般図 

 
1:50～1:100 
1:20～1:200 
1:100～1:200 

1:100～1:200 
1:100～1:200 

 

(3)施工計画検討図 
 ・水替え工法図 
 ・打設順序図 
 ・仮設工概略図 

 
1:100～1:1000 
1:100～1:1,000 
1:50～1:200 

 

 



新旧対照表

改訂理由改定案（令和７年版） 現行（令和３月版）

４）流木対策工詳細設計の成果物 ４）流木対策工詳細設計の成果物

表4.3.8　成果物一覧 表4.3.8　成果物一覧

表記修正

設計項目 成果物 縮尺 摘要 

報告書 
現地写真，ルートマップ 

結果とりまとめ 

 

 
 

基本事項検討 
(1)基本事項の検討 

  

(2)施設構造の検討 

施設設計検討 

(1)付属構造物の検討 

(2)基礎工の検討 

(3)施工の検討 

(4)各施設の安定検討 

施工計画概要書 
(1)施工法の検討   

(2)仮設計画の検討   

数量計算 数量計算書   

総合検討 
(1)課題整理 

  
(2)今後の解決事項 

基本図面 

(1)位置図 1:2,500～1:50,000  

(1)平面図 1:500～1:1,000  

(2)縦断図 
H=1:200～1:1000 

V=1:100～1:200 
 

(3)横断図 1:100～1:200  

(4)構造図 1:50～1:100  

(5)施工計画図 1:100～1:1,000  

 


